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information

こ
の
補
償
金
は
、
国
が
誤
っ
た
隔
離

政
策
に
よ
り
、
元
患
者
の
ご
家
族
の
皆

さ
ま
に
多
大
の
苦
痛
と
苦
難
を
強
い
て

き
た
こ
と
を
心
か
ら
お
詫
び
し
、
そ
の

精
神
的
苦
痛
を
慰
謝
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。

請
求
に
関
す
る
情
報
が
、
請
求
か
ら

受
給
ま
で
、
請
求
者
お
よ
び
そ
の
指
定

す
る
者
以
外
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
無
い

よ
う
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
、

お
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
不
安
な

お
気
持
ち
や
ご
質
問
に
も
丁
寧
に
答
え

ま
す
。

●
対
象
者

■
補
償
金
額
１
８
０
万
円

①
配
偶
者（
事
実
婚
も
含
む
）

②
親
、
子

③
親
・
子
の
配
偶
者
お
よ
び
配
偶
者
の

親
・
子
等

■
補
償
金
額
１
３
０
万
円

④
兄
弟
姉
妹

⑤
祖
父
母
・
孫

⑥
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
・
孫
の
配
偶
者

お
よ
び
配
偶
者
の
祖
父
母
・
兄
弟
姉

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
ご
家
族
へ 

～
対
象
と
な
る
方
々
に「
補
償
金
」

を
支
給
し
ま
す
～

妹
・
孫
等

⑦
曾
祖
父
母
、
ひ
孫
、
お
じ
、
お
ば
、

お
い
、
め
い

※
同
居
な
ど
一
定
の
条
件
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
請
求
期
限

　

令
和
11
年
11
月
21
日（
水
）

●
問
合
せ
先

　

厚
生
労
働
省
補
償
金
担
当
窓
口

　

☎
０
３

－

３
５
９
５

－
２
２
６
２

　

受
付
時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

（
月
曜
〜
金
曜
。
土
曜
・
日
曜
・
祝

日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
）

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
ま
し
た

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
対
応
内
容

・
保
険
料
額
決
定
通
知
書
に
関
す
る
こ

と
・
保
険
料
額
計
算
方
法
お
よ
び
賦
課
状

況
に
関
す
る
こ
と

・
資
格
確
認
書
・
自
己
負
担
限
度
額
適

用
区
分
等
に
関
す
る
こ
と

・
各
種
給
付
・
保
健
事
業
に
関
す
る
こ

と 令
和
７
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

・
医
療
費
通
知
に
関
す
る
こ
と

・
そ
の
他
一
般
的
な
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
関
す
る
こ
と

●
電
話
番
号

　

☎
０
５
７
０

－

０
１
１

－

５
５
８

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す

●
期

限

　

令
和
８
年
３
月
31
日（
火
）

※
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
お
よ
び
年
末
年

始（
12
月
2９
日
〜
１
月
３
日
）を
除
く

※
７
月
12
日（
土
）〜
８
月
31
日（
日
）の

み
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
も
開
設

●
時

間

　

午
前
８
時
４5
分
〜
午
後
５
時
15
分

●
問
合
せ
先

　

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

管
理
課
資
格
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
５
２

－

９
５
５

－

１
２
４
６

●
日

時

　

６
月
20
日（
金
）

　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

●
受
付
時
間

　

午
前
９
時
30
分

●
場

所　

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー

●
定

員　

　

50
名(

事
前
申
込
み
が
必
要)

●
講

師

　

弁
護
士　

金
澤
篤
志
氏

　

演
題　
「
弁
護
士
の
使
い
方
〜
こ
ん

な
こ
と
に
困
っ
た
ら
〜
」

●
申
込
締
切

　

６
月
13
日(

金)	

※
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
海
部
南
部
権
利
擁
護
セ

ン
タ
ー

　

☎
６
９

－

８
１
８
１

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
９

－

８
１
８
０

住
民
の
た
め
の
成
年
後
見

制
度
勉
強
会
に
つ
い
て

住民のための成年
後見制度勉強会


